
1 

 

 

第 13 期 事 業 報 告  
2016(平成 28)年 10 月 1 日から 2017(平成 29)年 9 月 30 日まで 

 

 

特定非営利活動法人 ニンジン 

 

 

Ⅰ．事業の成果 

 

2016 年９月１日から３年間にわたる JICA 草の根技術協力事業「モンゴル障害児療育・教育支援

及び療育関係者の育成事業」の 1 年目が終わり、専門家の渡航も 4 回を終えている。ニンジンとして

はこのような大がかりな事業は初めてのことであり、専門家のチームメンバーがこの事業を円滑に実

施し成果を上げることを目指してきた。 

これまで進めてきた「早期発見・早期療育の実現をめざす」療育支援の動きについては、草の根事

業がメインで担うことになった。草の根事業以外では、第 2 回招へいプログラムで来日したメンバー

の強い要請をうけ、障がい者の社会的自立に向けての指導者がモンゴルを訪問した。保護者の会の最

近のニーズを把握することができた。 

３回目となる招へいプログラムで、集団保育の指導ができる人材（保育従事者、保育士）を育成す

ることを目指して、保護者の会で立ち上がっている自主保育グループへの支援となるよう計画し準備

を進めてきた。（実施は、14 期 2017 年 11 月 20 日から 12 月 4 日） 

今期の車いす支援は、2017 年 4 月末から事務局がモンゴルに車いすを運搬し、現地協力者と、前

年採寸したお子さんへの車いすの調整、配布を実施し、今後、車いす専門技術者が訪問しないで支援

を継続する方法を関係者と協議した。 

タイについては、北タイの NGO ルデラ（ラフ農村開発）と協力し、北タイへのスタディツアー、

高校生のスタディツアーコーディネートを継続実施した。 

事業拡大に伴い事務局機能の充実を計画していたが、事業に追われて運営基盤の確保は課題のまま

である。 
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Ⅱ． 事業の実施に関する事項 

 

 

 

事業名 内 容 
実 施 

日 時 

実 施 

場 所 

従事者 

の人数 

受益対象者の範

囲及び人数 

支出額 

（千円） 

 

１．アジア諸国等海外の障がい児・者に対する療育等支援事業 

（１）JICA草の根技術協力事業-----------モンゴル障がい児療育支援事業 

     「モンゴル障害児療育・教育支援及び療育関係者育成事業」 

ア．専門家派遣 

 

 

 

 

イ．現地での日

常活動 

 

ウ．国内での活

動 

第 2 回専門家派遣 

第 3 回専門家派遣 

第 4 回専門家派遣 

を実施し、療育セミナー、療

育・教育支援を行った。 

現地補助員が 2 か所の障が

い児センターを訪問して活

動（読み聞かせや、給与・交

通費の支払い等） 

隔 月 の ス カ イ プ 会 議 、

Facebook による連携、教材

開発他 

10 月 1 日

～ 

9 月 30 日 

年間 

モンゴル国、ウ

ランバートル

市 

8 人 

障がい児医療従

事者：約 60 人 

障がい児・者と家

族：約 100 人 

3,310 

（２）その他のモンゴル障がい児療育支援事業 

  

ア．専門家の 

訪問 

前年の招へいメンバーの要

請により NPO 法人ぱれっと

創始者の谷口奈保子氏がモ

ンゴルを訪問し、講演会を 2

回開催した。あわせて車いす

を運搬し、配布を実施。 

4 月 27 日 

～ 

5 月 8 日 

モンゴル国 

ウランバート

ル市内、障がい

児保護者の会

他 

5 人 

障がい児・者と家

族：約 100 人 

障がい児者にか

かわる政府およ

び NGO 関 係

者:100 人 

 

456 

イ．車いす支援 車いす、バギー等を収集し、 

27 台をモンゴルに運んで保

護者の会へ寄贈した。現地協

力者の手により調整して手

渡す。今後の方法を協議し

た。 

11 月 

～ 

8 月 

東京都板橋区、 

上尾市、ウラン

バートル市、 

5 人 

モンゴル国の 

障がい児・者と家

族：約 100 人 

181 

ウ．活動報告会 事業の報告会を開催し、あわ

せてモンゴル音楽を聴いた。 
6 月 10 日 東京都新宿区 20 人 一般市民：191 人 205 

エ．支援事業の

運営 

上記事業および交流ツアー、

次期実施の招へい事業の準

備を実施。 
年間 

モンゴル国ウ

ランバートル

市、 

東京都中央区 

4 人 
障がい児・者と家

族：約 100 人 
10 



3 

 

 

 

２．海外の障がい児・者等との交流事業 

(1)モンゴル、タイ等への研修・交流ツアーの企画実施 

ア．モンゴル交

流ツアー 

車いす９台を運び、ウランバ

ートルとアルハンガイ県を

訪問し、観光。保護者の会等

を訪問。 

7 月 31 日

～8月 7日 

モンゴル国ウ

ランバートル

市、南ゴビ 

3 人 
モンゴルの障が

い児及び家族 
1,519 

イ．北タイ・焼

畑の村スタディ

ツアー 

北タイのラフ族の村に滞在

し、森復活の取り組みに学

び、村人と交流した。 

3 月 10 日

～ 

3 月 17 日 

タイ、チェンマ

イ、チェンラ

イ、 

 

3 人 
北タイラフ族等：  

約 100 人 
653 

ウ．タイへの高

校生のスタディ

ツアー 

東京・順天高校のタイ修学旅

行の北タイ滞在期間につい

て、ツアーの企画・コーディ

ネートを行った。 

7 月 24 日

～8月 3日 

タイ、チェンラ

イ、パヤオ、チ

ェンマイ 

5 人 

日本の高校生お

よび教員：23 人 

タイの現地交流

相手：約 500 人 

1,993 

 

３．啓発事業 

(1)セミナー等の

開催 

招聘プログラムの報告を中

心に公開フォーラムを実施

した。 

 

10 月 1 日 

 

練馬区役所 

 

6 人 

モンゴルの障が

い児に関心のあ

る市民および関

係者：30 人 
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４．文化交流事業 

 実施なし 
    0 

 

５．情報提供事業 

 HP、ブログ等の発行により

情報を発信。 
随時 法人事務所 2 人 

一般市民： 

不特定多数 
0 



4 

 

Ⅲ．事業の報告 

 

１．海外との協力事業---モンゴル障がい児療育支援事業 

 

(1)  ＪＩＣＡ草の根技術協力事業  

  

2016 年 9月より始めた「モンゴル障害児療育・教育支援及び療育関係者育成事業」 は、無

事初年度を終えることができた。 

この事業では障害児の療育と教育が行き届いていないモンゴルで、親たちが立ち上げた 2カ

所の障害児センター、ゲゲーレンセンターとサインナイズセンターで療育・教育指導を行い、

障害児センターのモデルとする目標を立てて取り組んでいる。実施期間は 2016年 9月から 2019

年 8月の 3 年間である。 

 

長期現地滞在型ではなく、年 3回の渡航時に多くの活動を実施する方法をとったため、渡航

しない時期の現地での活動方法を見出すまでに時間が必要だったことなど反省点もあったが、

両センターで親子が集まって、集中的に草の根の療育と教育活動を行なう形を見いだし、次年

度への活動につなぐことが出来た。3回の渡航時に療育関係者へのセミナーを実施してきた。

今後は療育関係者との連携体制を整える方向を見出すことが課題である。 

 

ア．専門家派遣……ウランバートルに渡航しての活動 

 

 第 2回専門家派遣    2017年 3月 20日〜2017 年 4月 5日 

メンバー：梅村浄(チームリーダー、小児科医)、 諸石真理子(理学療法士)  

野口陽子(元養護学校教員、堤由貴子(作業療法士) 

実施内容:  

・ ゲゲーレンセンター、サインナイズセンターでの療育、教育指導、評価を実施 

・ 療育者養成セミナー（参加者 26 人）と 2センターにおける実習 

・ 家庭医・看護師セミナー(参加者 35人) 

・ 上記 2セミナーは保健省の認可を受け、受講者には単位を授与することとなっ  

 た。 

・ 親の会セミナー(参加者 56人) 

・ 関係機関への訪問 

 

 第 3回専門家派遣    2017年 6月 18日〜2017 年６月 30日 

メンバー：諸石真理子(理学療法士)、 野口陽子(元養護学校教員)  

モンゴル大統領選があるため治安が危惧されたが、安全に実施できた。 

実施内容:  

・ゲゲーレンセンター、サインナイズセンターでの療育・教育指導、評価を実施 

・療育者養成セミナー（参加者 21人）と 2センターにおける実習 

・関係機関への訪問 
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・2 センターのリーダーとの話し合い 

 

 第 4回専門家派遣    2017年９月 17日〜29日 

メンバー：城良二(整形外科医)  諸石真理子(理学療法士) 

 野口陽子(元養護学校教員      

実施内容:  

・ゲゲーレンセンター、サインナイズセンターでの療育、教育指導、評価を実施 

・２センターに中古車椅子と歩行器の寄附 

・２センターの親に療育ミニセミナーを実施 

・２センターでの教育指導内容を再編成 

・ 療育者養成セミナー（参加者 29人）と 2センターにおける実習 

・ 家庭医・看護師セミナー（参加者 14 人） 

・親の会セミナー（参加者 18人） 

・関係機関への訪問 

・2センターのリーダーとの話し合い 

 

イ．現地での日常活動 

・現地補助員が 2センターを定期的に訪問し、リーダーに給与支払い、スタッフに交通

費支払い、療育と教育活動の調整を行う。 

・2センターでの読み聞かせ 

・スカイプ会議の招集と通訳 

・Facebook のグループページ“NINJIN kusanone”(草の根関係者–日本人、モンゴル人)

および“Ninjin өвсний үндес төсөл3”(モンゴル人向け)の立ち上げと

管理 

・翻訳 

 

ウ．国内での活動 

・モンゴルの両センターと隔月の skype 会議、相談 

・Facebookによる連携 

・教材開発 

・セミナー準備 

・JICA のマネジメント研修に参加 

・JICA の危機管理研修に参加 

・JICA への報告書作成 

・JICA との経理報告書作成と会計管理 

・資料の管理 
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  (2)その他のモンゴル障がい児療育支援事業  

 

  ア．専門家の訪問 

2016 年 9 月に 2 回目の招へいプログラムで来日したメンバーの強い要請により NPO 法人

ぱれっと創始者の谷口奈保子氏がモンゴルを訪問し、主に知的障がい関係の視察、および講演

会を実施した。 

実施期間：2017 年 5 月 1 日(月)～5 月 8 日(月) 8 日間 

     事務局は、4 月 28 日(金)～5 月 8 日(月) 12 日間 

訪問メンバー：谷口奈保子（ 認定特定非営利活動法人ぱれっと理事） 

       武安 倫（認定特定非営利活動法人ぱれっと職員） 

槇ひさ恵（事務局） 

現地協力：Sed Ayushav Batkhishig(ヒシゲー)さん（現地調整・通訳）、 

主な訪問先：保護者の会、トランジションプログラム、  

第 63 特別支援学校（知的障がい児が通う、ハンオール区） 

           国立メンタルヘルスセンター 

ウランバートル市副市長 

ソンギノハイルハン区役所、区内のデイケアセンター(作業所) 

全国障害者団体連合会、自立生活センター、 

オユン元議員、ダウン症協会、他    

     講演会：１）労働社会保障省主催（トンガラクタミル人口開発局長）    

日時：5 月 4 日(木)10：00～12：00 

会場：労働社会保障省ホール  100 人 

対象：障がい児者にかかわる政府関係者および NGO 

         ２）保護者の会主催 

             日時：5 月 5 日(金)10：00～12：00 

             会場：ホテルウランバートル 

対象：保護者の会及び関係者  約 50 人 

     結果：・最近のモンゴルの障がい児者の状況について、視察、ヒアリングし、状況を把

握した。自立生活センターをはじめとして障がい当事者自身が動き出している

様子を見ることができた。 

・保護者の会のリーダーたちが成人した子どもたちの社会参加を深刻な問 

題と受け止め、家を出て活動する場を作ろうと立ち上がり、その方策を求めてい

ることがよく分かった。保護者の会の講演が終わった後も谷口さんへの質問が続

き、相談に訪れる関係者も多かった。 

        ・保護者の会では 2016 年から、大人への移行期の青年たち向けのプログラムを始

めていて、働く場づくりに向けて動き出そうとしている。 
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   イ．車いす支援       

       現地訪問については、2017 年春は車いす技術者の訪問はなく、事務局が渡航時に運

搬し、現地協力者と車いすの調整配布及び打合せを実施した。 

実施時期：2017年 4月 28日（金）～5月 1日（月） 

実施内容：・2016年 5月に採寸したお子さんに合わせて用意できた車いす 4台、

バギー1台をモンゴルに運んだ。小さいお子さん向けのバギーは見

つからずさらに待ってもらうことになっている。 

・保護者の会を会場に車いすを調整して渡した。 

・今後の車いす支援の方法について、保護者の会、自立生活センタ

ーと協議を行った。 

現地協力：ポーギーさん（自立生活センタースタッフ、車いす調整） 

アンフバットさん（車いすチーム通訳） 

        

今後の車いす支援の方法 

これまで日本で付属品を誂えて持参してきたが、今後専門家が訪問しなくても車い

す支援を継続できるよう、本体以外のベルト、クッション等付属品についてはモンゴ

ルで作ることとする。故障の時はポーギーさんに連絡を取る。 

ニンジンに直接車いすの依頼が来た場合、保護者の会を通じて車いすの寄贈をして

いることを伝え、連絡を取ってもらうこととする。 

 

         搬出日：2017年 3月 20日 13 台（草の根チームの渡航時） 

                 4月 28日 5 台 

                   7月 31日 9 台(モンゴル交流ツアーで運ぶ) 

                     合計 27 台 

輸送協力：MIAT モンゴル航空 

保管場所：今村運送・上尾引越センター 

 

 ウ．活動報告会 

モンゴル支援事業の報告をチャリティーコンサート『モンゴルの風』とあわせ実施し

た。ロビーにモンゴルでの活動写真を展示し、ステージからも現場の状況を報告し、ニ

ンジンの活動への理解を広めた。 

開催日時：2017 年 6 月 10 日(土) 19:00～21:00 

会  場：ルーテル市ヶ谷センター（東京・新宿区） 

出 演 者：イフタタラガ（ホーミー＆馬頭琴、モンゴル琴、ヨーチン） 

…バトエルデネ、ボルドエルデネ、ドルギオン、 

ミャガマスレン、ネルグイ 

報 告 者：梅村浄（草の根事業プロジェクトリーダー・医師） 

来 場 者：191 人 
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   エ．支援事業の運営 

      以上の事業を、日本においては事務局を中心として行い、モンゴルでは現地調整窓口

を設けて事業を実施した。 

 

 

２．海外の障がい児者等との交流事業 

(1) モンゴル、タイ等へ研修・交流ツアーの実施 

ア．『モンゴル交流ツアー～車いすを届ける旅』 

    実施時期：2017 年 7月 31日（月）～8月 7日（月） 参加者:7 人 

    内  容：車いす 9台を持参、ウランバートル市内観光、保護者の会訪問、 

ツェンヘル温泉、ハラホリン観光 

        ツェツェルレグにある保護者の会アルハンガイ県支部を訪問し、車い

すを 5台寄贈 

       

イ．『北タイ焼畑の村スタディツアー』の実施 

ラフ族の人びとを主として支援してきたルデラ（ラフ農村開発）では、森の復 

活と農民の自立を組み合わせた取り組みを行っている。この取り組みの進捗を見てあわ

せて村の生活文化を体験するスタディツアーを実施した。 

実施時期：2017 年 3 月 10 日(金)～17 日(金)  参 加 者：8 人 

内  容：チェンマイからチェンライへ移動。山の村でホームステイ、 

村の生活体験、森復活の取り組み見学、古着バザー開催、 

参加者の西さん、南出さんによる養豚講座の手伝いと見学、 

研修農場＆子ども寮見学、夜勉強会等 

 

 ウ．タイへ高校生のスタディツアーのコーディネート 

      東京の私立・順天高校が行うタイ修学旅行の北タイ滞在期間について協力し、さまざ

まなハンディを抱える人々、また同世代の青少年と出会い交流するスタディツアーの企

画・コーディネートを行った。 

        実施期間：2017 年 7 月 24 日(月)～8 月 3 日(木) 

        受入人数：順天高校より、生徒 20 人及び引率教員 3 人 

内  容：＜チェンライ＞山岳少数民族ラフ族の村の生活体験、研修農場 

での体験、子ども寮での交流、 

＜パ ヤ オ＞学校訪問、 

＜チェンマイ＞HIV/AIDS 関連の活動、ストリートチルドレン    

       関連施設などの訪問、視察交流、象乗り 

協 力 者：ダイエー･セイリ氏（チェンライ）、川口泰広氏（チェンマイ） 

 

３．啓発事業       

(1) アジア諸国の障がい児･者及び少数民族支援等に関する啓発セミナー等の開催  

モンゴルから招へい研修で来日中の障がい児保護者の会のメンバーを迎えて、 
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公開フォーラムを開き、あわせて交流した。 

日時：2016 年 10 月 1 日（土） 

会場：練馬区役所 19 階会議室 

内容：モンゴルの障がい児の療育の実現に向けて 

   1 部：JICA 草の根事業活動報告 

   2 部：招へいプログラムを終えて 

参加者：30 名 

 

 

４．文化交流事業 

 モンゴル支援事業報告会をもってあてた。 

  

５．情報提供事業 

 (1)インターネットによる情報提供 

ホームページおよびブログによる発信に努め、情報の提供に努めた。 

 HP：http://www.ninjin-npo.org/ 

ブログ URL：http://blog.canpan.info/ninjin-jpn/ 

情報公開サイト、寄付サイトへの情報更新、イベント情報の発信を行った。 

（日本財団 CANPAN、日本 NPO センターNPO ひろば） 

 

（2）E メールニュース(ニンジン・アップデート)の送信 

 

６．組織運営  

  （1）会員の拡大 

      各事業を通じて会員拡大に努めた。 

会員数        (2017 年 9 月 30 日現在)          

個人正会員    38 人(38 口)       

団体正会員       0          

個人賛助会員     40 人（43 口）  

団体賛助会員       3 団体              

 

  （2）会議の開催 

ア．通常総会の開催  

日 時：2016 年 12 月 18 日（日） 

       会 場：中央区女性センター「ブーケ 21」研修室 3  

(東京都中央区湊 1-1-1） 

イ．理事会の開催   

期 日：11 月 24 日、9 月 15 日、 

        ウ．運営委員会の開催 

 理事および会員有志からなる運営委員により運営委員会を 9 回開催し、 
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事業の詳細を協議し実施した。 

 

   

（3）ニンジン・サポーターズ倶楽部 

       イベント等に出展して、ニンジンの宣伝・広報・募金活動に活躍した。 

 ア．順天高校スポンサードウォーク  

団体プレゼン：4 月 6 日 槇  

スポンサードウォーク：4 月 29 日  

ニンジンより 2 名、ニンジンのマークのついた T シャツを着て参

加（阿部榮美子さん、新井利延さん）し完歩した。 

受取寄付額 ：117,106 円 

 

 イ．チャリティコンサート「モンゴルの風」  

開 催 日：6 月 10 日 
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書式第１５号（法第２８条関係）

特定非営利活動法人 ニンジン

（単位：円）

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金

現　　金 42,782

普通預金 2,578,635

当座預金 142,106

未収入金 253,026

前 払 金 198,439

　流　動　資　産　合　計 3,214,988

２　固定資産

(1)有形固定資産 0

(2)無形固定資産 0

(3)投資その他の資産 0

　固　定　資　産　合　計 0

資　　産　　合　　計 3,214,988

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

未払費用 4,794

前受金 1,593,000

　流　動　負　債　合　計 1,597,794

２　固定負債 0

　固　定　負　債　合　計 0

負　　債　　合　　計 1,597,794

Ⅲ　正味財産の部

 前期繰越正味財産 1,774,065

 当期正味財産増減額 △ 156,871 1,617,194

 正味財産合計 1,617,194

負債及び正味財産合計 3,214,988

第13期  貸借対照表　

　　2017年9月30日現在

科 目 金 額
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特定非営利活動法人 ニンジン

（単位：円）

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金

現金 42,782

普通預金　みずほ銀行　銀座支店

　　　　　普通預金　番号　2400471 1,583,654

　　　　　普通預金　番号　4010526 726,716

普通預金　楽天銀行　ジャズ支店 268,265

　　　　　普通預金　番号　70283191

当座預金　ゆうちょ銀行郵便振替口座　 142,106

　　　　　　　番号　00130-9-778399

未収入金　JICA草の根技術協力事業委託費 233,026

　　　　　正会員会費2口 20,000

前 払 金　招へい事業宿泊費 198,439

　流　動　資　産　合　計 3,214,988

２　固定資産

(1)有形固定資産 0

(2)無形固定資産 0

(3)投資その他の資産 0

　固　定　資　産　合　計 0

資　　産　　合　　計 3,214,988

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

4,348

　　　　　事務所コピー代 446

前 受 金　一食平和基金助成金 1,580,000

　　　　　正会員会費、賛助会員会費各1口 13,000

　流　動　負　債　合　計 1,597,794

２　固定負債 0

　固　定　負　債　合　計 0

負　　債　　合　　計 1,597,794

Ⅲ　正味財産の部

 正味財産合計 1,617,194

未払費用　電話代

第13期  財産目録

　　2017年(平成28年）9月30日現在

科 目 金 額
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           　　　                  　   特定非営利活動法人　ニンジン
　　　　　　　　　（単位：円）

備考
Ⅰ　経常収益
１　受取会費
個人正会員受取会費 380,000 38人(38口）

129,000 40人（43口）
90,000 599,000 3団体

131,106
一般寄附金 301,261 432,367

３　モンゴル支援事業助成金受取助成金等

0 0
４　事業収益
JICA草の根技術協力事業委託費 3,263,026

5,085,111 8,348,137
５　その他収益
受取利息 14 14

経常収益計 9,379,518
Ⅱ　経常費用
１　事業費
(1)人件費
給料手当 355,284
人件費計 355,284

（2）その他経費
業務委託費 40,000
諸謝金 773,932
印刷製本費 33,541
会議費 427,522
渡航費 2,356,840
旅費交通費 348,822
滞在費 3,533,891
輸送費 144,510
通信運搬費 30,830
消耗品費 112,306
教材費 21,120
賃借料 92,120
保険料 31,950
支払手数料 9,146
雑費 29,332
その他経費計 7,985,862

8,341,146
２　管理費
(1)人件費
給料手当 600,000
人件費計 600,000

印刷製本費 22,274
会議費 7,488
旅費交通費 171,439
通信運搬費 110,656
消耗品費 5,618
地代家賃 240,000 水道光熱費を含む
諸会費 10,000
租税公課 600
支払手数料 15,521
雑費 11,647
その他経費計 595,243

1,195,243
9,536,389

当期正味財産増減額 △ 156,871
前期繰越正味財産額 1,774,065
次期繰越正味財産額 1,617,194

第13期　　活動計算書 (案）
　　2016年10月1日～2017年9月30日まで

科 目 金 額

個人賛助会員受取会費

事業費計

(2)その他経費

管理費計
経常費用計

団体賛助会員受取会費
２　受取寄附金
ﾓﾝｺﾞﾙ支援事業受取寄附金

事業収益

 



14 

 

【重要な会計方針】
　財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日　2011年11月20日一部改正　
ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。

(6).消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、内税方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】
　事業費の区分は以下の通りです。

[税込]（単位：円）

科目
草の根技術協力 その他モンゴル支援

　受取指定寄付金 131,106 131,106

　受取助成金

　事業収益 3,263,026 698,280 4,356,831 30,000 8,348,137

　部門別収入合計 3,263,026 829,386 4,356,831 30,000 8,479,243

（人件費） 349,284 6,000

  人件費計 349,284 6,000 0 0 355,284 

（その他経費）

　業務委託費 40,000 0 40,000 

  諸　謝　金 589,932 174,000 10,000 773,932 

　印刷製本費 27,885 5,656 33,541 

　会　議　費 421,912 4,865 745 427,522 

  渡　航　費 616,870 382,770 1,357,200 2,356,840 

  旅費交通費 325,469 20,665 2,688 348,822 

  滞　在　費 732,419 3,688 2,797,784 3,533,891 

  輸　送　費 0 144,510 144,510 

  通信運搬費 27,615 3,215 30,830 
  消耗品費 97,536 12,826 1,944 112,306 

　教　材　費 21,120 0 21,120 

  賃　借　料 0 87,320 4,800 92,120 

　保　険　料 31,950 0 31,950 

  支払手数料 1,404 2,662 5,080 9,146 

  雑　　　費 25,897 2,695 740 29,332 

    その他経費計 2,960,009 844,872 4,165,436 15,545 7,985,862 

      合計 3,309,293 850,872 4,165,436 15,545 8,341,146 

　部門別収支差額 △ 46,267 △ 21,486 191,395 14,455 138,097

【使途等が制約された寄付等の内訳】
[税込]（単位：円）

内容 当期受入額 当期減少額 次期繰越額 備考
モンゴル支援事業受取寄付金 131,106 131,106 0

0

合計 131,106 131,106 0

財務諸表の注記
特定非営利活動法人ニンジン　　　　　　　　　　　　　　　　2017年 9月30日 現在

モンゴル支援　
海外交流事業 啓発事業 合計
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第 14期 事 業 計 画 
2017年 10月１日から 2018年９月 30日まで 

 

特定非営利活動法人ニンジン 

 

Ⅰ．事業実施の方針 

 

2016 年 9 月 1 日から 3 年間にわたる JICA 草の根技術協力事業「モンゴル障害児療育・教育支援

および療育関係者の育成事業」の 2 年目であり、専門家のチームメンバーが 1 年間の実績の上に進化

したプログラムを実施して成果を上げることを目指す。 

第 3 回目となる招へい研修については、草の根事業のカウンターパートである集団保育をはじめて

いるゲゲーレンセンター、サインナイズセンターを中心に保育従事者を招へいして障がい児保育の研

修を実施し、草の根事業の側面的な支援とする。 

既存の療育支援の動きについては、乳幼児から学齢期にかけては、草の根事業でカバーされている。

草の根事業以外のモンゴル障がい児療育支援の枠では、保護者の会のニーズに沿う形で、少し上の年

齢の障がい児・者に対応するための調査を検討していく。 

車いす支援については、車いす専門家が訪問することなく、質の高い支援をどう継続できるか検討

を続けていく。 

タイについては、北タイの NGO ルデラ（ラフ農村開発）と協力し、北タイへのスタディツアー、

高校生のスタディツアーコーディネートを継続実施する。 

これらの事業を円滑に実施し成果を上げられるように、ニンジン本体の組織基盤の強化もはかりた

い。事業拡大に伴い事務局機能が追い付かなくなってきており、事務局の充実を図りたい。 

 

Ⅱ．事業計画 

 

１．海外との協力事業----モンゴル障がい児療育支援 

 

(1) ＪＩＣＡ草の根技術協力事業 

   「モンゴル障害児療育・教育支援および療育関係者の育成事業」 

 

     プロジェクトメンバー：プロジェクトマネジャー    梅村浄 

業務従事者 療育担当       諸石真理子 

業務従事者 教育担当       野口陽子 

業務従事者 セミナー担当  城良二 

業務従事者 経理担当       鈴木茂 

業務従事者 文書整理担当   堤由貴子 
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ア．専門家派遣……ウランバートルに渡航しての活動スケジュール 

 第 5回専門家派遣  2018 年 2月〜3月 ２人 

 第 6回専門家派遣  2018 年 5月       ３人 

 第 7回専門家派遣  2018 年 9月       ３人 

 

 イ． 活動計画 

①. 障害児の家族が療育・教育を実践できるようになるために、2017 年 10 月から 2 セン

ターで、毎週土曜日に親子が集まり、療育活動、教育活動を実施する。 

    ・療育担当者は NINJIN kusanone の Facebook を通じて、月間保育プログラムを提案す

る。       

    ・教育担当者は各子どもに学習ファイルを届けて、センターでは草の根の日にスタッフ

と学び、並行して自主的に、家庭で学習する。  

    ・ 読み聞かせを親、年長児やボランティアが行なう。複数で楽しめる紙芝居上演を紹介

し、紙芝居舞台を自主作成、モンゴル語の紙芝居作成をめざす。 

    ・月に 1 回、現地補助員と通訳がセンターに出向いて、いっしょに活動する。両センタ

ーからの質問をチームに届け、返事を現地に返す。現地での調整を行う。 

     ・親の集いを月に 1 回実施して、子育て情報を交換し、親のレスパイトの機会とする。 

     ・渡航時に中古車椅子を運び両センターでの活用をはかる。 

     ・牛乳パックを集め、姿勢保持椅子、テーブル等を現地で作成する。 

     ・親の会セミナーを開き、子育てに必要な情報を届ける。  

 

②.療育関係者が、地域で子どもの ニーズに合わせた療育を実践できるようになるために、

引き続きセミナーを実施する。 

     ・療育者養成セミナーと 2センターでの実習を渡航時に実施する。 

   ・第 10幼稚園治療保育園との連携を強める方向で、セミナーと実習を組む。 

      ・家庭病院スタッフが障害児医療の知識を得て、 ２センターの障害児医療と子       

育てをバックアップ出来るように、渡航時にセミナーを実施する。 

 

  ③.２センターの障害児療育・教育が継続的に実施されるために、療育関係者の連携体制を

つくる。  

    ・２センターと第 10幼稚園治療保育園との連携を深め、PT派遣が実現されるよ 

う働きかける。 

・ウランバートル市内の学校教師との連携体制を追求する。2017 年 11 月 には親の会本

部の JICA隊員が、ゲゲーレンセンターの 3人の子どもの個別教育指導計画を立てるた

めに、学校訪問をしている。 
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（2）その他のモンゴル障がい児療育支援事業 

 

ア．専門家の訪問 

       現地からの要請を受け、専門家を派遣して、やや年長または大人の心身障がい児者

のてんかんや摂食、呼吸の問題などの医療相談と、重度の障がい児者へのアンケート

及び聞き取りを通じて実態調査を試みる。 

         実施時期：（予定）2018年 6月もしくは 9月に 8日間、できれば年 2回 

         訪問団メンバー：小川勝彦（医師)、小川きぬ代、事務局 

         内  容：保護者の会での相談会及び聞き取り調査、重度障がい者の生 

活状況の視察、てんかん専門医とのネットワークづくり 

                 

   イ．招へいプログラム 

      モンゴルでは、保護者たちが立ち上がり自主保育に取り組み始めているところである。

3回目となる今回の招へいでは、モンゴル障がい児保護者の会（APDC）より、障がい児保

育に携わるリーダーおよび保育士を２週間日本へ招へいし、障がい児保育の現場を中心

に研修を行う。併せて、障がいの早期発見、早期療育の仕組み、実際に療育が行われて

いる様子を見学し、今後のモンゴルにおける障がい児保育が継続し、質的に向上するこ

とを目的とする。（実施済み）  

        実施期間：2017年 11月 20 日（月）～12 月 4日（月）の 15日間 

        招へい人数：6人(通訳を含む) 

        助  成：立正佼成会一食平和基金 

後  援：駐日モンゴル国大使館 

メンバー：①ブドハンド Radnaa  BUDKHAND  

（APDC プログラムコーディネーター） 

        ➁アズザヤ Batbold  AZZAYA  

（保育グループ「ゲゲーレン」アシスタント保育者） 

③ヒシグジャルガル Dovchinjav KHISHIGJARGAL 

（保育グループ「サインナイズ」保育者） 

④アルタンチメグ Galdandash ALTANCHIMEG 

（APDC ダルハンオール県支部コーディネーター） 

⑤エンフムンフ Dashtseren ENKHMUNKH  

（国立第 10 障がい児幼稚園保育園、教師） 

◇⑥バトヒシグ Sed-Ayushjav BATKHISHIG（通訳） 

        研 修 先：練馬春日町幼児教室、杉並区立こども発達センター 

練馬区保健相談所(光が丘：4か月健診、北：経過観察診) 

             心身障害児総合医療療育センター、杉並区立浜田山保育園、他 

       

ウ．事業報告会の開催 

モンゴル支援事業への理解者、支援者を増やすことを目的として、報告会を 

開き、活動の紹介・報告をする。あわせてモンゴル音楽を楽しんでいただく。 
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実施日時：2018 年 6 月 9 日(土) 19:00～21:00 

会  場：ルーテル市ヶ谷センター（東京・新宿区）  

           

    エ．支援事業の運営 

       上記の支援事業を運営するために、年間を通して事務局、現地協力者と連絡を取り、

円滑な運営を行う。 

 

 

２．海外の障がい児者等との交流事業 

(1) モンゴル交流事業 

『第 12 回モンゴル交流ツアー……車いすを届ける旅……』の実施 

   モンゴルの障がい児に車いすを届けて交流し、併せてモンゴルの大自然に触れるツ

アーを実施する。 

     実施時期：2018 年 7 月 25 日～8 月 1 日(予定) 7 泊 8 日 

募集人数：10 人～15 人 

訪 問 先：ウランバートル、障がい児保護者の会、他 

     地方の県の保護者の会支部を訪ね、車いすを寄贈 

 

 （2） タイ交流事業 

ア．『北タイ・焼畑の村スタディツアー』の実施 

北タイをベースにラフ族の人びとを主として支援してきた NGO ルデラの森の復活と

農民の自立を組み合わせた取り組みに学び、生活文化にふれるスタディツアーを実施す

る。村では養豚講座の手伝い、見学、古着のバザーを開催して売り上げを子ども寮へ寄

付する。  

実施時期：2018 年 3 月 9 日(金)～15 日(木) 6 泊 7 日 

募集人数：15 人程度 

訪 問 先：チェンライ県メーソアイ郡ホイナムクン地区ローチョ村  

 

  イ．タイへ高校生のスタディツアーのコーディネート 

東京の私立・順天高校が行うタイ修学旅行の北タイ滞在期間について協力し、さまざま

なハンディを抱える人々、また同世代の青少年と出会い交流するスタディツアーの企

画・コーディネートを行う。 

実施時期：2018 年 7 月下旬～10 日間程度 

受入人数：順天高校より、生徒 20 人、引率教員 3 人程度 

内  容：＜チェンライ＞山岳少数民族ラフ族の村の生活体験、研修農場での体験、

子ども寮での交流、＜パヤオ＞学校訪問交流 

＜チェンマイ＞HIV/AIDS 関連の活動、ストリートチルドレン関 

連施設などの訪問、視察交流、象乗り 

協 力 者：ダイエー･セイリ氏（チェンライ）、川口泰広氏（チェンマイ） 
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３．啓発事業 

(1) アジア諸国の障がい児･者及び少数民族支援等に関する啓発セミナー等の開催  

モンゴルから招へい研修で来日中の障がい児保護者の会のメンバーを迎えて、 

公開フォーラムを開き、あわせて交流する。（実施済み） 

実施時期：2017 年 12 月 2 日（土）14:00～17:00 

会  場：練馬区役所 19 階会議室 

協  力：練馬モンゴル障がい児問題を考える会 

内  容：ＪＩＣＡ草の根事業活動報告 

今回の招へい研修で学んだこと 

 

４．文化交流事業 

(1) モンゴル文化紹介  

  モンゴル支援事業報告会をもってあてる。  

   

５．情報提供事業 

 (1)インターネットによる情報提供 

ホームページおよびブログ他による情報発信に努める。 

ホームページのリニューアル 

（2）ニュースレター、Ｅメールニュース（「ニンジン・アップデート」）の発行 

 

６．組織運営  

  （1）会議の開催 

ア．通常総会の開催 （年 1 回） 

日 時：2017 年 12 月 16 日（土）14：00～16：30 

       会 場：中央区女性センターブーケ 21 研修室 2 

      イ．理事会の開催  （年 2 回） 

          ウ．運営委員会の開催 

 理事および会員有志からなる運営委員により、事業実施の詳細を決め、 

実施する。 

 

（2）財源の確保 

組織の安定した財政基盤を築くため、会員の拡大、寄付等財源確保に努める。 

   クレジット決済の導入により、マンスリーサポーター制度を始める。 

 

（3）事務局運営の改善 

一定の人件費を確保して事務局の強化を図る。事務局業務の分担を進める。 

 

    （4）ニンジン・サポーターズ倶楽部 

        会員資格の有無を問わず、ニンジンの活動をサポートするボランティアを募り、コン

サートやイベント出展のスタッフなど、活動への参加を呼びかけ輪を広げる。 
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           　　　                  　   特定非営利活動法人　ニンジン
　　　　　　　　　（単位：円）

備考
Ⅰ　経常収益
１　受取会費
個人正会員受取会費 400,000 40人

150,000 50口
120,000 670,000 4団体

300,000
一般寄附金 500,000 800,000

３　モンゴル支援事業助成金受取助成金等
民間助成金 2,580,000 2,580,000

４　事業収益
JICA草の根技術協力事業委託費 2,902,447

5,995,000 8,897,447
５　その他収益
受取利息 15 15

経常収益計 12,947,462
Ⅱ　経常費用
１　事業費
(1)人件費
給料手当 552,168 事務局担当者を含む
人件費計 552,168

（2）その他経費
諸謝金 1,768,780
印刷製本費 41,512
会議費 327,627
渡航費 3,220,500
旅費交通費 617,300
滞在費 3,669,063
輸送費 150,000
通信運搬費 30,000
消耗品費 190,343
材料費 180,000
賃借料 193,000
支払手数料 2,000
雑費 441,722
その他経費計 10,831,847

11,384,015
２　管理費
(1)人件費
給料手当 640,000 経理事務担当者等を含む

人件費計 640,000

印刷製本費 32,000
会議費 5,000
旅費交通費 180,000
通信運搬費 120,000
消耗品費 30,000
地代家賃 240,000 水道光熱費を含む
管理諸費 120,000
諸会費 10,000
租税公課 78,000 法人都民税を含む
支払手数料 15,000
その他経費計 830,000

1,470,000
12,854,015

当期正味財産増減額 93,447
前期繰越正味財産額 1,617,194
次期繰越正味財産額 1,710,641

(2)その他経費

管理費計
経常費用計

団体賛助会員受取会費
２　受取寄附金
ﾓﾝｺﾞﾙ支援事業受取寄附金

事業収益

第14期　　活動予算書
　　2017年10月1日～2018年9月30日まで

科 目 金 額

個人賛助会員受取会費

事業費計

 



21 

 

 

役員名簿  ２０１７年１２月１日～２０１９年１１月３０日 

   

 役職名 氏名 所属・肩書き 

１ 理事長 城 良二 城整形外科クリニック院長 

２ 常務理事 槇ひさ恵 ニンジン事務局長 

３ 理事 梅村 浄 梅村こども診療所相談室 

４ 理事 小松光一 大地を守る会国際局顧問 

５ 理事 鈴木 茂 生活協同組合全国都市職員災害共済会 経理部長 

６ 理事 野口陽子 元養護学校教員 

７ 理事 林 賢三 びわ湖 JICA ボランティア応援団 事務局長 

１ 監事 萩原利昌 公益社団法人川崎市医師会参与 

１ 顧問  中島雅之輔 都立北医療療育センター 

２ 顧問 小崎 慶介 心身障害児総合医療療育センター 整肢療護園長 
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